
（平成２２年１１月１７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 13 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 11 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 19 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 15 件

年金記録確認北海道地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



北海道国民年金 事案 1787 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 47年４月から 48年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 48年３月まで 

申立期間が国民年金保険料の未納期間になっているが、私は、職業柄、公

課金等の納付は期限内に行っており、催告通知を受けた記憶もない。申立期

間の国民年金保険料は納付していたはずなので、未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く約 26 年間の国民年金加入期間の国民年金保険料

をすべて納付していることから、保険料の納付意識は高かったものと考えられ

る。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48年 10月に払い出されてお

り、その時点で申立期間は保険料を過年度納付することが可能な期間である上、

申立期間当時、Ａ社会保険事務所（当時）では、国民年金加入者の過年度保険

料の未納分について、納付の希望を確認することなく納付書を発行していたこ

とが確認できることから、当該期間に係る過年度保険料の納付書が申立人に届

いていたものと推認でき、国民年金保険料の納付意識の高かった申立人が、当

該期間の保険料を納付しなかったものとは考え難い。 

さらに、申立人が国民年金保険料を納付していたと述べているＢ信用金庫Ｃ

支店は、昭和 46年９月に開設され、47年４月から国民年金保険料の収納業務

を行っていたことが確認できることから、申立内容に不自然さはない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



北海道国民年金 事案 1788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 59年３月まで 

私は、大学を卒業後の昭和 58 年４月に国民年金の加入手続をして国民年

金保険料を納めてきた。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付

している上、国民年金の被保険者種別変更手続も適切に行っていることから、

保険料の納付意識は高かったものと認められる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は同手帳記号番号払出簿により、昭和

59 年５月ごろ払い出されていることが確認でき、この時点で申立期間の国民

年金保険料は過年度納付が可能である。 

さらに、申立人は、Ａ社会保険事務所(当時)で国民年金保険料を納付した記

憶があると述べているところ、申立人の保険料の納付済期間はすべて現年度納

付されていることが確認できることから、申立人が同社会保険事務所で納付し

た保険料は申立期間に係る過年度納付した保険料であると推認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2931 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録のうち、平成

13年 10月から 14年５月までは 22万円、同年６月は 20万円、同年７月は 22万

円、同年８月は 20 万円、同年９月は 22 万円、同年 10 月は 20 万円、同年 11 月

は 22 万円、同年 12 月及び 15 年１月は 19 万円、同年２月は 20 万円、同年３月

は 19 万円、同年４月は 20 万円、同年５月から同年７月までは 19 万円、同年８

月は 28万円、同年９月は 20 万円、同年 10月は 19 万円、同年 11月及び同年 12

月は 20 万円、16 年１月は 24 万円、同年２月は 20 万円、同年３月は 28 万円、

同年４月は 19万円、同年５月は 18万円、同年６月は 28万円、同年７月は 26万

円、同年８月は 20 万円、同年９月及び同年 10 月は 19 万円、同年 11 月は 22 万

円、同年 12月は 19万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 また、申立人の申立期間②から⑤までに係る標準賞与額の記録については、申

立期間②は６万円、申立期間③は７万 5,000円、申立期間④は３万 7,000 円、申

立期間⑤は 7万 4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成９年４月から 16年 12月まで 

         ② 平成 15年７月 31日 

         ③ 平成 15年 12月 30日 

         ④ 平成 16年７月 30日 

         ⑤ 平成 16年 12月 30日 

申立期間においてＡ社に勤務していたが、同社から実際に受けていた報酬月

額及び賞与額と厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額の記録が相違して

いるので、同記録を正しく訂正してほしい。 



                      

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

ととなる。 

２ したがって、申立人の標準報酬月額については、申立期間①のうち、ⅰ）平

成 13年 10月及び同年 11月については、13年の確定申告書の写し及び給与振

込金額が確認できる預金元帳の写しにより推認できる保険料控除額に見合う報

酬月額から 22 万円、ⅱ）14 年 12 月については、14 年の確定申告書の写し及

び給与振込金額が確認できる預金元帳の写しにより推認できる報酬月額から

19 万円、ⅲ）申立人から提出された給料明細書から確認できる保険料控除額

に見合う報酬月額から、13年 12月から 14年５月までは 22万円、同年７月、

同年９月及び同年 11 月は 22 万円、15 年８月及び 16 年６月は 28 万円、ⅳ）

申立人から提出された給料明細書から確認できる報酬月額から、14 年６月、

同年８月及び同年 10 月は 20 万円、15 年１月は 19 万円、同年２月は 20 万円、

同年３月は 19 万円、同年４月は 20 万円、同年５月から同年７月までは 19 万

円、同年９月は 20万円、同年 10月は 19万円、同年 11月及び同年 12月は 20

万円、16年１月は 24万円、同年２月は 20万円、同年３月は 28万円、同年４

月は 19万円、同年５月は 18万円、同年７月は 26万円、同年８月は 20万円、

同年９月及び同年 10月は 19万円、同年 11月は 22万円、同年 12月は 19万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明としている

が、前述の申立人から提出された関連資料等において確認又は推認できる報酬

月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額

が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、上述の関連資料等で確

認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に見合う厚生年

金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間②から⑤までについて、標準賞与額が厚生年金保険の年金

額計算の基礎とされることとなった平成 15 年４月１日以降の賞与については、

申立人から提出された給料明細書及び預金元帳の写しにより、当該事業所は、

申立人に毎年７月及び 12 月に賞与を支給していたことが確認できるが、オン



                      

   

ライン記録には申立人に係る賞与の記録は無い。 

したがって、申立人から提出された賞与明細書の写しにより確認できる賞

与支給額及び保険料控除額から、平成 15年７月 31日は６万円、同年 12月 30

日は７万 5,000 円、16 年７月 30 日は３万 7,000 円、同年 12 月 30 日は７万

4,000円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る申立期間②から⑤までの標準賞与額に基づく厚生年金保

険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不明としているが、

平成 15年及び 16年の標準賞与額の記録が複数回にわたりオンライン記録が無

いことから、事業主は、当該標準賞与額を届け出ておらず、その結果、社会保

険事務所は、当該標準賞与額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

３ 一方、申立期間①のうち、ⅰ）平成９年４月から 11年 12月までの期間につ

いては、預金元帳の写しから申立人の当該事業所における給与の受取額は確認

できるものの、確定申告書等の関連資料が存在しないため、申立人に係る厚生

年金保険料控除額を確認又は推認することができないこと、ⅱ）12 年１月か

ら 13 年９月までの期間については、オンライン記録の標準報酬月額が、申立

人から提出された給料明細書及び確定申告書の写しにより確認又は推認できる

報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と一致することから判断して、

これらの期間については、特例法の保険給付の対象に当たらないため、あっせ

んは行わない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2932 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち平成７年７月１日から８年 10 月１日までの期間に係る標準報

酬月額については、当該期間のうち、７年７月から同年９月までは 41 万円、同

年 10月から８年９月までは 59万円であったと認められることから、申立人の当

該期間に係る標準報酬月額を訂正することが必要である。 

また、申立期間のうち平成５年３月１日から同年８月１日までの期間、６年８

月１日から同年 10 月１日までの期間、及び上記訂正後の７年８月１日から同年

10 月１日までの期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、

５年３月から同年７月までを 30万円、６年８月及び同年９月を 41万円、７年８

月及び同年９月を 59万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ：  平成５年３月１日から 18年９月１日まで 

申立期間はＡ社にＢ職として勤務していたが、当時の経理事務担当者（現

在の理事長）が保管する当時の給与計算のメモによれば、オンライン記録で確

認できる標準報酬月額が実際に支払われていた金額よりも低額であり、給与か

ら控除されていた厚生年金保険料額も当該標準報酬月額に見合う額とは異なる

期間がある。 

申立期間に係る標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 年金記録確認第三者委員会が行う標準報酬月額の認定においては、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」とい

う。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内である



                      

   

ことから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

２ 申立期間のうち平成７年７月から８年２月までの期間については、オンライ

ン記録によれば、申立人の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額は、

当初、７年７月から同年９月までは 41 万円、同年 10 月から８年２月までは

59万円と記録されていた。 

しかしながら、オンライン記録では、平成８年３月１日付けで、申立人の

当該期間の標準報酬月額が、さかのぼって 30 万円に減額訂正されていること

が確認できる。 

また、給与計算メモによれば、申立人は、当該期間の大半において当該訂

正前の標準報酬月額に見合うか又はこれを超える報酬月額（平成７年７月から

同年 11月までは 60万円、同年 12月は 69万 9,495円）の支払いを受け、当該

訂正前の標準報酬月額に見合うか又はこれを超える報酬月額（平成７年７月は

41 万円、同年８月から同年 12 月までは 59 万円）に見合う厚生年金保険料

（平成７年７月は３万 3,825 円、同年８月から同年 12 月までは４万 8,675

円）を事業主により源泉控除されたことが確認できる。 

さらに、商業登記簿謄本の記録によると、申立人が当該事業所において役

員であった形跡は無い。 

これらを総合的に判断すると、平成８年３月１日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難いことから、社会保険事務所（当時）が行

った当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは

認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申

立人の７年７月から８年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所

に当初届け出た、７年７月から同年９月までは 41万円、同年 10月から８年９

月までは 59万円に訂正することが必要と認められる。 

３ 申立期間のうち平成５年３月から同年７月までの期間、６年８月及び同年９

月については、当該事業所の理事長が保管する給与計算メモ（以下「給与計算

メモ」という。）により、申立人が、当該期間においてオンライン記録で確認

できる標準報酬月額（平成５年３月から同年７月までは 20 万円、６年８月及

び同年９月は 30 万円）を超える報酬月額（平成５年３月から同年６月までは

30 万円、同年７月は 30 万 7,940 円、６年８月及び同年９月は 40 万円）の支

払いを受け、報酬月額に基づく標準報酬月額（平成５年３月から同年７月まで

は 30万円、６年８月及び同年９月は 41万円）に見合う厚生年金保険料（平成

５年３月から同年７月までは２万 1,675 円、６年８月及び同年９月は２万

9,725円）を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、給与計算

メモに記載された報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、平成５年３月から

同年７月までは 30万円、６年８月及び同年９月は 41万円とすることが妥当で

ある。 



                      

   

４ 申立期間のうち平成７年８月及び同年９月については、上記２の判断に加え、

給与計算メモにより、申立人が、上記訂正後の標準報酬月額（41 万円）を超

える報酬月額（60 万円）の支払いを受け、報酬月額に基づく標準報酬月額

（59 万円）に見合う厚生年金保険料（４万 8,675 円）を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

したがって、申立人の両月に係る標準報酬月額については、給与計算メモ

に記載された報酬月額及び厚生年金保険料控除額から、59 万円とすることが

妥当である。 

５ 申立人の申立期間のうち平成５年３月から同年７月までの期間、６年８月及

び同年９月、７年８月及び同年９月に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は不明としているが、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、給与計算メモで確認できる給与支給額又は厚生年金保険料控除額に見合

う報酬月額の届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを

確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認めら

れない。 

６ 申立期間のうち平成５年８月から６年３月までの期間、同年 10 月及び同年

11 月、７年１月及び同年２月、８年 10 月から 14 年３月までの期間、15 年４

月から 18 年１月までの期間については、給与計算メモで確認できる報酬月額

（平成５年８月から６年３月までは 30 万円、同年 10 月、同年 11 月、７年１

月及び同年２月は 40 万円、８年 10 月から９年３月までは 60 万円、同年４月

から同年 11 月までは 70 万円、同年 12 月は 73 万 1,840 円、10 年１月及び同

年２月は 70 万円、同年３月は 71 万 8,000 円、同年４月から 11 年３月までは

70 万円、同年４月は 85 万円、同年５月は 100 万円、同年６月から同年 11 月

までは 85万円、同年 12月は 89万 6,160円、12年１月から 13年 11月までは

85万円、同年 12月は 99万 7,040円、14年１月から同年３月までは 85万円、

15 年４月から 17 年３月までは 65 万円、17 年４月から同年 12 月までは 85 万

円、18 年１月は 87 万 1,840 円）に見合う標準報酬月額（平成５年８月から６

年３月までは 30万円、同年 10月、同年 11月、７年１月及び同年２月は 41万

円、８年 10 月から 12 年９月までは 59 万円、同年 10 月から 14 年３月まで及

び 15 年４月から 18 年１月までは 62 万円）は、オンライン記録で確認できる

標準報酬月額とすべて合致している上、事業主が当該期間において源泉控除し

ていたと認められる厚生年金保険料額（平成５年８月から６年３月までは２万

1,675 円、同年 10月及び同年 11 月は２万 9,725 円、７年１月及び同年２月は

３万 3,825 円、８年 10 月から 14 年３月まで及び 15 年４月は５万 1,182 円、

同年５月から 18 年１月までは４万 2,098 円）を当時の被保険者負担厚生年金

保険料率（平成５年８月から同年 12 月までは 1,000 分の 72.25、６年１月か



                      

   

ら同年３月まで及び６年 10 月は 1,000 分の 72.5、同年 11 月、７年１月及び

同年２月は 1,000分の 82.5、８年 10月から 14年３月までは 1,000分の 86.75、

15年４月から 16年９月までは 1,000分の 67.9、同年 10月から 17年８月まで

は 1,000分の 69.67、同年９月から 18年１月までは 1,000分の 71.44）で除し

て求められる報酬月額（平成５年８月から同年 12月までは 30万円、６年１月

から同年３月までは 29 万 8,965 円、同年 10 月は 41万円、同年 11 月は 36万

303 円、７年１月及び同年２月は 41 万円、８年 10 月から 14 年３月までは 58

万 9,994円、15年４月は 75万 3,784円、同年５月から 16年９月までは 62万

円、同年 10月から 17年８月までは 60万 4,248円、同年９月から 18年１月ま

では 58 万 9,277 円）に見合う標準報酬月額（平成５年８月から６年３月まで

は 30 万円、同年 10 月は 41 万円、同年 11 月は 36 万円、７年１月及び同年２

月は 41万円、８年 10月から 14年３月までは 59万円、15年４月から 16年９

月までは 62万円、同年 10月から 18年１月までは 59万円）は、オンライン記

録で確認できる標準報酬月額と合致しているか又はこれより低額であることか

ら、いずれも特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わ

ない。 

また、申立期間のうち平成６年４月から同年７月までの期間、同年 12 月、

７年３月から同年６月までの期間、18 年２月及び同年３月については、給与

計算メモで確認できる報酬月額（平成６年４月及び同年５月は 40 万円、同年

６月は 58万 5,120円、同年７月は 40万円、同年 12月は 46万 1,360円、７年

３月は 62 万円、同年４月及び同年５月は 60 万円、同年６月は 62 万 5,000 円、

18 年２月及び同年３月は 85 万円）に見合う標準報酬月額（平成６年４月及び

同年５月は 41 万円、同年６月は 53 万円、同年７月は 41 万円、同年 12 月は

47 万円、７年３月から同年６月までは 59 万円、18 年２月及び同年３月は 62

万円）は、オンライン記録で確認できる標準報酬月額よりも高額であるものの、

事業主が当該期間において源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額

（平成６年４月から同年７月までは２万 1,675 円、同年 12 月、７年３月から

同年６月までは３万 3,825 円、18 年２月及び同年３月は４万 2,098 円）を当

時の被保険者負担厚生年金保険料率（平成６年４月から同年７月までは 1,000

分の 72.5、同年 12 月、７年３月から同年６月までは 1,000 分の 82.5、18 年

２月及び同年３月は 1,000 分の 71.44）で除して求められる報酬月額（平成６

年４月から同年７月までは 29万 8,965円、同年 12月、７年３月から同年６月

までは 41 万円、18 年２月及び同年３月は 58 万 9,277 円）に見合う標準報酬

月額（平成６年４月から同年７月までは 30万円、同年 12月、７年３月から同

年６月までは 41 万円、18 年２月及び同年３月は 59 万円）は、オンライン記

録で確認できる標準報酬月額と合致していることから、いずれも特例法による

保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

一方、申立期間のうち平成 14 年４月から 15 年３月までの期間及び 18 年４



                      

   

月から同年８月までの期間については、給与計算メモが保管されていないこと

から、当該期間における申立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除額を確認す

ることができず、ほかに当該期間において、申立人がオンライン記録で確認で

きる標準報酬月額を超える報酬月額の支払いを受け、当該標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料額を超える同保険料を源泉控除されていたことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち平成５年８月から６年

７月までの期間、同年 10 月から７年６月までの期間及び８年 10 月から 18 年

８月までの期間においてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2933 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所

（当時）に当初届け出た標準報酬月額であると認められることから、平成５年２

月及び同年３月は 30 万円、同年４月から６年 12 月までは 16 万円とすることが

必要である。 

また、申立人の申立期間のうち、平成５年４月から同年 12 月までに係る上記

訂正後の標準報酬月額については、17万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年２月１日から７年１月１日まで 

 Ａ社における厚生年金保険の標準報酬月額について確認したところ、申立期

間について、実際に支給されていた給与月額よりも低額となっていた。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ オンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、平成

５年２月及び同年３月は 30 万円、同年４月から６年 12 月までは 16 万円と記

録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった７年２月

28 日より後の同年３月７日付けで、申立人を含む８人の標準報酬月額の記録

がさかのぼって減額訂正されており、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は

11万円に減額訂正されていることが確認できる。 

    また、当該事業所の経理担当者であった同僚は、「申立期間当時、会社の経

営が悪化し、社会保険料を滞納していた。」と供述している。 

    これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

処理を行う合理的な理由は見当たらず、申立期間において標準報酬月額に係る

有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る



                      

   

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成５年２月及び

同年３月は 30 万円、同年４月から６年 12 月までは 16 万円とすることが必要

と認められる。 

  ２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」

という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料

額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

    したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額のうち、申立人が提出し

た平成５年分の確定申告書の写しにおいて推認できる厚生年金保険料控除額か

ら、５年４月から同年 12月までは 17万円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、確定申告書において推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報

酬月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が長期間にわたり一致

していないことから、事業主は、確定申告書で推認できる報酬月額又は保険料

控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当

該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成６年１月から同年 12 月までの期間については、

申立人が提出した平成６年分の確定申告書の写しにより推認できる報酬月額及

び保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録にある当初の標準報

酬月額と一致する。このため、当該期間については、特例法の保険給付の対象

に当たらないことから、あっせんは行わない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2934 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ省Ｂ局Ｃ事業所における厚生年金保険被

保険者資格取得日に係る記録を昭和 36 年４月１日、同資格喪失日に係る記録を

37 年１月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 37年１月１日まで 

    申立期間は、Ａ省Ｂ局Ｃ事業所で月雇の臨時作業員の期間雇用者として勤務

し、Ｄ業務に従事した。 

申立期間後の昭和 37 年以降も、数回にわたり当該事業所で同じ業務に従事

したが、厚生年金保険の加入状況について確認したところ、申立期間である

36年についてのみ加入記録が無かった。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

      Ａ省Ｂ局が保管する申立人の雇用台帳及び申立人が所持するＣ事業所における

申立人の人事記録から判断すると、申立人が申立期間にＣ事業所で月雇の臨時作

業員の期間雇用者として勤務していたことが認められる。 

   また、申立期間当時のＣ事業所本所の会計担当者及び申立人が勤務していたと

する同事業所のＥ支所の総務事務担当者は、いずれも「Ｃ事業所では、厚生年金

保険について、作業員の職種や作業場所による取扱いの違いは無く、全員強制加

入させており、月雇の臨時作業員も強制加入であった。このため、申立人は、採

用当初から厚生年金保険に加入し、保険料を控除されていたはずである。」と回

答している。 

   さらに、健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間及びその前後の期

間において、厚生年金保険被保険者資格が確認できる期間雇用者とみられる同僚



                      

   

27 人に照会したところ、20 人から回答を得たが、このうち 17 人（申立人と同じ

Ｄ業務であったとする同僚一人を含む。）は、当該事業所に期間雇用者として勤

務した自身の記憶する期間と厚生年金保険の加入期間は一致している。 

   加えて、申立人が所持している先述のＣ事業所の人事記録から、申立人が、申

立期間である昭和 36 年の勤務期間と厚生年金保険被保険者資格が確認できる 37

年の勤務期間は、いずれも月雇の臨時作業員としてＤ業務に従事していることが

確認でき、勤務形態及び業務内容等に変更が無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同職種の同僚の記録から、

２万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番が無いことから、

申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたとは考えられない上、資

格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る届出

を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該

社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保

険事務所は、申立人に係る昭和 36年４月から同年 12月までの厚生年金保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2935 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間③の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における厚生年金保険被保険者

資格取得日に係る記録を昭和 23年４月 30日に訂正し、申立期間③の標準報酬月

額を同年４月から同年７月までは 200 円、同年８月から 24 年１月までは 4,800

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18年 11月 20日から 20年 12月 10日まで 

             ② 昭和 20年 12月 10日から 21年４月１日まで 

             ③ 昭和 23年４月 30日から 24年２月１日まで 

 申立期間①は、Ｂ社所属の嘱託Ｃ職として、Ｄ事業所に勤務した。 

申立期間②は、Ｂ社所属の嘱託Ｃ職として、Ａ事業所に勤務した。 

申立期間③は、Ａ事業所所属の嘱託Ｃ職として同事業所に勤務した。 

 これら事業所における厚生年金保険の加入状況について確認したところ、申

立期間の加入記録が無かった。 

 年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③について、申立人が所持するＡ事業所の辞令(写し)から判断する

と、申立人は、申立期間③に同事業所でＣ職として勤務していたことが認めら

れる。 

  また、申立人は、上記Ａ事業所の辞令(写し)から、申立期間③以前の昭和

21 年３月 31 日から 22 年 12 月 28 日までの期間において、当該事業所でＣ職

として勤務していることが確認できるが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿

（以下「被保険者名簿」という。）によると、申立人は、当該期間について、

入社した翌日の 21 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格（以下「被保険者



                      

   

資格」という。）を取得していることが確認できる。 

 さらに、申立人は、昭和 22 年 12 月 28日にＡ事業所を一度退社し、23 年４

月 30 日に再入社した経緯について、「昭和 22 年 12 月にＥ村（現在は、Ｆ

市）の村長らから、Ｅ村役場のＧ委員会の設立業務を手伝うよう頼まれた。そ

の後、Ｇ委員会の業務の一部について、再びＡ事業所が担当することとなった

ため、23 年４月にＥ村役場を退職し、同時にＡ事業所に再入社することとな

った。このため、22 年 12 月のＡ事業所の退社時と 23 年４月の再入社時の業

務内容及び身分は同じで、変更は無かった。」と供述している。このことにつ

いて、申立人が所持しているＡ事業所及びＥ村役場の辞令(写し)によると、申

立人が 22 年 12 月 28 日にＡ事業所を退社し、その直後の同年 12 月 31 日にＥ

村役場に採用となり、23 年４月 30 日に同役場を退職するとともに、同日付け

で再びＡ事業所に入社となっていることが確認でき、申立人の供述と符合する

上、22 年 12 月 28 日のＡ事業所の退社時及び 23 年４月 30 日の同事業所の再

入社時の身分は、いずれもＣ職となっており、最初の退社時と再入社時で申立

人の身分に変更が無いことが確認できる。 

 加えて、被保険者名簿において、申立期間③及びその前後の期間に被保険者

資格が確認できる同僚延べ 45 人（申立人を含む。）の被保険者資格取得状況

をみると、申立人のほかに同僚二人が、当該事業所で一度被保険者資格を喪失

し、その後再取得していることが確認できるところ、連絡先が判明した一人は、

再入社した時期と厚生年金保険の被保険者記録とは合致している旨供述してい

る。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間③において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

 また、申立期間③の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所におけ

る最初の退社時の昭和 22 年 11 月及び再入社時の 24 年２月の社会保険事務所

（当時）の記録から、23 年４月から同年７月までは 200 円、同年８月から 24

年１月までは 4,800円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は「当時の社会保険に関する資料が無いため、申立人

の厚生年金保険料の控除及び納付については確認できない。」と回答しており、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間①及び②について、申立人が所持するＢ社、Ｄ事業所、及びＡ事業



                      

   

所の辞令(写し)から判断すると、申立人は、申立期間①においては、Ｂ社所属

のＤ事業所駐在のＣ職として勤務し、また、申立期間②においては、Ａ事業所

駐在のＣ職として勤務していたことが認められる。 

  しかしながら、申立期間①のうち昭和 18 年 11 月 20 日から 19 年９月 30 日

までの期間については、労働者年金保険法の適用期間であり、同法において

は、工場や炭鉱で働く男性の肉体労働者のみを被保険者としていることから、

申立人は労働者年金保険において、被保険者となることができない。 

また、被保険者名簿によると、Ｂ社は、昭和 23 年８月１日に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿謄本によると、同年８月

15 日に法定解散しているほか、当時の事業主は、既に死亡していることから、

申立人の厚生年金保険の適用状況について確認できない。 

さらに、申立人は、Ｂ社所属の同職種（Ｃ職）の同僚４人（Ｄ事業所駐在一

人、Ａ事業所駐在３人）の名前を挙げているが、オンライン記録によると、申

立期間①においては、いずれの同僚も厚生年金保険被保険者としての資格が確

認できない上、申立期間②においては、４人のうち２人が、厚生年金保険被保

険者としての資格が確認できないほか、いずれの同僚も、死亡又は連絡先が分

からないことから、申立人の厚生年金保険の適用状況について供述を得ること

ができない。 

加えて、被保険者名簿から、申立期間①及び②において、被保険者資格が確

認できる同僚８人に照会したところ、このうち７人から回答を得られたが、い

ずれの同僚も、Ｂ社本部（所在地は、Ｈ市）に勤務していたとし、地方事業所

駐在のＣ職は確認できない。 

その上、Ｉ県の資料によると、昭和 21 年３月末にＢ社所属Ｃ職の市町村駐

在制度が廃止されていることから、当該時期から、地方事業所においてＣ職を

厚生年金保険に加入させる取扱いになったと推測される。 

このほか、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2936 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険

被保険者資格取得日に係る記録を昭和 45 年３月２日、同社Ｃ支店における同資

格取得日を 46年８月 20日に訂正し、標準報酬月額を申立期間①は４万 8,000円、

申立期間②については 10万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

     

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所  ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年３月２日から同年４月１日まで 

         ② 昭和 46年８月 20日から同年９月１日まで 

昭和 45 年３月２日に入社した後、平成 14 年５月 31 日に退職するまでＡ社

に勤務していたが、同社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②に係る

厚生年金保険の加入記録が確認できない。同社に採用されたのは 45 年３月２

日であり、また、46 年８月 20 日には同社Ｂ支店から同社Ｃ支店へ異動してい

るが、申立期間①及び②においても継続して勤務し、給与から厚生年金保険料

が控除されていた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申立

期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の被保険者記録、Ａ社から提出された申立人

の人事カード、同社の回答及び同僚の供述から、申立人は、昭和 45 年３月２

日から同社に継続して勤務していたことが認められる。 

また、当該事業所では、採用した従業員については厚生年金保険及び健康

保険の被保険者資格取得に係る手続を同時に行っていたとしているところ、Ｄ

国民健康保険組合Ｅ事務所の回答によると、申立人は、Ａ社において昭和 45

年３月２日に同組合の加入資格を取得していることが確認できる。 



                      

   

  さらに、申立人が同時期に入社したとする同僚二人に照会したところ、回答

を得られた二人のうち一人は、「私は、昭和 45年３月 10日に入社したが、申

立人は私が入社する前に入社していた。」と供述し、ほかの一人は、「私は、

昭和 45年３月 16日に入社しており、申立人も同時期に入社したと思う。」と

供述しており、これら同僚二人については、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票において、いずれも入社日と同日に厚生年金保険の被保険

者資格を取得していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 45 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とするこ

とが妥当である。 

２ 申立期間②について、雇用保険の被保険者記録、Ａ社から提出された人事カ

ード及び同社の回答から、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 46 年８月

20 日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における

昭和 46 年９月の社会保険事務所の記録から、10 万円とすることが妥当である。 

３ なお、申立期間①及び②について、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の取得日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2937 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和 27 年８月１

日、同喪失日は 28 年８月４日であると認められることから、当該期間に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 27年８月１日から 28年 10月１日まで  

    厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社における加入記録が

無い旨の回答をもらった。同社には、昭和 27 年８月ごろから 28 年 10 月に退

職するまでの間、夫婦一緒に勤務していたので、申立期間について、私の妻が

厚生年金保険の加入期間とされているのに、私だけが厚生年金保険に未加入と

なっていることに納得できない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務したとしているが、申立人が同社退職

直後に勤務した事業所に係るＢ市Ｃ局から提出された申立人の人事記録及び同僚

の供述から判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 27 年８月１日から 28

年８月３日までの期間は、同社において勤務していたものと認められる。 

また、申立人は、「当時、Ａ社には 14人又は 15人ぐらいの従業員がいた。」

と供述しており、当時の総務担当者は、「Ａ社には、当時、15 人から 20 人ぐら

いの従業員がいた。従業員については、試用期間等は無く、事業主の指示により、

厚生年金保険に全員加入させていた。」と供述しているところ、同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）において、申

立期間当時の被保険者が 17 人であることが確認できるとともに、申立人が名前

を挙げた同僚８人のうち、申立人の入社後に採用されたとする二人を除いた全員

に申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が確認できることから判断すると、当



                      

   

該事業所では、従業員のほぼ全員を厚生年金保険に加入させていたと考えられる。 

さらに、年金事務所において、Ａ社に係る被保険者名簿は２種類保管されてい

るところ、書換え前と考えられる被保険者名簿は、昭和 27年７月 16日の資格取

得者（健康保険整理番号＊）を記録した以降の記録欄が破損、滅失しており、申

立期間後の 30年５月 17日に書換えられたと考えられる被保険者名簿では、健康

保険整理番号＊（昭和 28 年７月１日資格取得）から開始されており、同＊から

同＊までに係る者 17人のうち、同＊及び同＊（昭和 29年８月１日資格取得）の

二人を除く 15 人の記録が確認できないことから、年金事務所に当該記録の変遷

について確認したところ、「Ａ社における健康保険整理番号の欠番に係る者の厚

生年金保険の加入記録は確認できず、この理由についても不明である。」と回答

している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、社会保

険事務所（当時）における申立人に係る年金記録の管理は適切であったとは認め

られず、事業主は、申立人が昭和 27 年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を

取得し、28 年８月４日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対して

行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法の

一部を改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１万円

とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 28年８月４日から同年 10月１日までの期間につ

いては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、当時

の事業主は既に死亡していることから、申立人の当該期間に係る勤務実態、厚生

年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について確認できる関連資料や

供述を得ることができない。 

また、上述の人事記録において、申立人がＡ社に勤務していたことを確認でき

る記載は無く、同僚の供述においても、当該期間に係る厚生年金保険料の控除を

うかがわせる具体的な供述を得ることができなかった。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2938 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険

被保険者資格喪失日に係る記録を昭和 48 年１月１日、同社Ｃ支店における同資

格喪失日に係る記録を 53 年４月１日に訂正し、標準報酬月額を申立期間①は７

万 6,000円、申立期間②については 19万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年 12月１日から 48年１月１日まで 

             ② 昭和 53年３月１日から同年４月１日まで 

昭和 46 年４月１日から平成 15 年６月 30 日までＡ社に勤務していたが、同

社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が

確認できない。申立期間①は、同社Ｂ支店から同社Ｄ支店に異動した時期であ

り、申立期間②については、同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動した時期である

が、両申立期間についても同社に継続して勤務し、給与から厚生年金保険料が

控除されていた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、Ａ社から提出された申立人の退職証明書及び人事カ

ード並びに同社の回答から、申立人は同社に継続して勤務し（申立期間①Ａ社

Ｂ支店から同社Ｄ支店に異動、申立期間②同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動）、

申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人が保管するＡ社における職務経歴書、オンラ



                      

   

イン記録及び申立人の供述から判断すると、申立期間①は昭和 48 年１月１日、

申立期間②については 53年４月１日とすることが妥当である。 

また、標準報酬月額については、申立期間①は申立人のＡ社Ｂ支店に係る昭

和 47 年 11 月の社会保険事務所（当時）の記録から７万 6,000 円、申立期間②

は申立人の同社Ｃ支店に係る 53 年２月の社会保険事務所の記録から 19 万円と

することが妥当である。 

なお、申立期間①及び②について、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納

付する義務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに

確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者

資格喪失日に係る記録を昭和 35 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年８月１日から同年９月１日まで  

    昭和 34年５月から 39年９月までＡ社に勤務していたが、同社に勤務してい

た期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が確認できない。申立期間

は、同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動した時期であるが、申立期間についても

給与から厚生年金保険料が控除されていた。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、申

立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録、当時の上司及び複数の同僚の供述から判断すると、

申立人はＡ社に継続して勤務し（Ａ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人が昭和 35 年８月１日にＡ社Ｃ支店に赴任し

た旨供述しているが、複数の同僚の供述及び社会保険事務所（当時）の記録から

判断すると、同社同支店が同年９月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当する

までの期間は、同社Ｄ部が同社Ｃ支店の従業員の給与支給及び社会保険関係事務

を行っていたと考えられ、適用事業所である同社Ｂ支店で引き続き適用を受けて

いたことが推認できることから、同年９月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店に係る昭和

35 年７月の社会保険事務所の記録から、１万 6,000 円とすることが妥当である。 



                      

   

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

商業登記簿謄本により、Ａ社は既に解散していることが確認できる上、当時の事

業主を特定することができず、ほかに確認できる関連資料及び周辺事情が見当た

らないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

申立てどおりの厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日に係る記録を平成４年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行してないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年６月 30日から同年７月１日まで 

平成４年４月１日から同年６月 30 日までＡ社に勤務し、同年７月１日付け

で同社の関連会社であるＢ社に出向したが、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が確認できない。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及び申立人から提出された辞令（写し）、申立人から提出された給与支給

明細書（写し）並びに雇用保険の被保険者記録により、申立人はＡ社及びその関

連会社に継続して勤務し（平成４年７月１日にＡ社からＢ社へ異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成４年５

月のオンライン記録から、18万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は、「申立期間当時においても異動等で勤務先が変わる場合、異動元及び異

動先で同日に厚生年金保険被保険者資格の喪失及び取得の手続を行い、厚生年金

保険の被保険者期間が途切れないようにしており、当社で作成している健康保険

番号管理台帳では、申立人に係る記録の備考欄には「平成４年７月１日資格喪失

（Ｂ社出向）」と記載されていることから、申立人について同年７月１日に厚生

年金保険の被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行



                      

   

ったと考えられる。」と主張している。 

しかしながら、Ａ社から提出された前述の健康保険番号管理台帳により、申立

人と同様、「平成４年７月 1日出向」と記載されている者が一人確認できたとこ

ろ、同人のオンライン記録によると、同人も申立人と同様、４年６月 30 日に厚

生年金保険被保険者資格を喪失し、同年７月１日に他の関連会社において同被保

険者資格を取得していることが確認できる。 

一方、事業主が厚生年金保険の被保険者資格喪失日を平成４年７月１日と届け

出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録する

ことは考え難い。 

   これらを総合的に判断すると、事業主が平成４年６月 30 日を申立人の厚生年

金保険被保険者資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年６月分の厚生年金保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年

金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

   

北海道厚生年金 事案 2941 

            

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和 45 年４月１日、

同資格喪失日は 46 年６月 25 日であると認められることから、当該期間に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 45 年４月から同年９月まで

は１万 8,000 円、同年 10 月から 46 年５月までは２万 2,000 円とすることが妥

当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

   住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年３月下旬から 46年 10月１日まで 

申立期間は、Ｂ事業所Ｃ工場に勤務しており、独身寮に入居し工場でＤ作

業に従事していた。 

給与から厚生年金保険料が控除されていたはずなので、申立期間について

厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人が勤務していたと主張するＢ事業所は、商業登記において同名称の事

業所は無く、また、オンライン記録でも同名称の厚生年金保険適用事業所は確

認できなかったが、申立人の氏名（旧姓を含む。）、生年月日、性別を基に雇

用保険の被保険者記録を確認したところ、申立事業所とは別の事業所であるＡ

社において、申立人と同姓同名（旧姓のＥ）で生年月日も同じ上、雇用保険の

被保険者期間も申立人が記憶する申立期間とほぼ符合している者の記録が確認

できた。このため、同社に照会したところ、「申立期間当時、現在のＣ駅近く

のＦ市Ｇ区でＨ事業所を経営していた。」旨の回答をしており、同社の健康保

険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）によると、申

立人と同性同名（旧姓のＥ）で生年月日が一致する記録が存在し、同社におい

て、昭和 45年４月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、46年６月 25

日に同資格を喪失していることが確認できる。 

一方、Ａ社に係るオンライン記録によると、申立人と氏名、性別が一致し、



                      

   

生年月日の日のみが相違する（昭和 29 年＊月＊日）未統合の記録が確認でき

る。 

この申立人と同姓同名の者の被保険者原票及びオンライン記録については、

ⅰ）Ａ社では、「保管する雇用保険被保険者記録により、氏名、生年月日、資

格取得日及び資格喪失日が被保険者原票と一致する「Ｅ」が、昭和 45 年４月

１日から 46年６月 25日まで在籍していたことが確認できる。」と回答してい

ること、ⅱ）申立人は、当時、記憶するＢ事業所において一緒に勤務していた

として名前を挙げた同僚について、「私より１歳年上で、私より何か月か後に

Ｂ事業所に就職し、寮に入居してきた。年齢が近かったので親しくしていたが、

私より早く退職した。」と供述しているところ、同社の被保険者原票を確認し

たところ、当該同僚の被保険者記録が確認できる上、その被保険者期間は申立

人の供述とほぼ符合していること、ⅲ）オンライン記録により申立期間当時、

同社に勤務していることが確認できる同僚４人に照会したところ、３人から回

答が得られたが、そのうちの一人は、「申立人を覚えている。私は昭和 44 年

４月にＨ事業所に就職したが、申立人は私より１年後に就職した。独身寮で一

緒に生活し、Ｄ作業に従事していた。」と供述していることから、申立人の記

録であると認められる。 

また、申立人は、当初、申立期間に係る事業所名を誤って「Ｂ事業所Ｃ工

場」として申し立てていたことから、申立人から年金記録の照会を受けた社会

保険事務所（当時）では、Ａ社に係る当該被保険者記録を確認することができ

なかったことから、申立人の基礎年金番号に未統合のままとなったものと考え

られる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、Ａ社において申立人が厚生年金保

険被保険者の資格を昭和 45 年４月１日に取得し、46 年６月 25 日に同資格を

喪失した旨を社会保険事務所に届け出たことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、今回統合する申立人のＡ社に

おける被保険者原票の記録から、昭和 45 年４月から同年９月までは１万

8,000 円、同年 10 月から 46 年５月までは２万 2,000 円とすることが妥当で

ある。 

２  一方、申立期間のうち、昭和 45 年３月下旬から同年４月１日までの期間、

及び 46 年６月 25 日から同年 10 月１日までの期間については、Ａ社に照会し

たところ、「当該期間については、申立人の在籍を確認できる資料や当時の社

会保険に関する資料は保存されていない。」と回答していることから、当該期

間における申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について関連資料等

を得ることができない。 

さらに、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も厚生年金保険料が控除

されていたことに関する具体的な記憶がない。 



                      

   

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



北海道国民年金 事案 1789 

 

第１  委員会の結論 

申立人の昭和 43年 11 月から 44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 11月から 44年３月まで 

私の国民年金については、昭和 42年 12月ごろ、私の父親がＡ市役所で加

入手続を行い､昭和 42年度及び 43年度の国民年金保険料を納付してくれて

いた。 

私は、申立期間の国民年金保険料について、納付したことを示す印紙検認

印が押された国民年金手帳を所持している。 

ねんきん特別便により申立期間の国民年金保険料が未納となっているこ

とを知り、社会保険事務所（当時）へ確認したところ、当該保険料は還付さ

れているとの説明を受けた。 

申立期間の国民年金保険料を還付された覚えはなく、申立期間が国民年金

の未加入期間で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料について、申立人の所持する国民年金手帳、申立

人の特殊台帳（マイクロフィルム）及びＡ市における申立人の国民年金被保険

者名簿により、申立人は、申立期間の保険料を納付していたことが確認できる。 

   しかしながら、申立人の特殊台帳及び申立人の所持する国民年金手帳により、

申立人の挙式日である昭和43年11月＊日付けで国民年金の被保険者資格を喪

失していることが確認できることから、申立期間は未加入期間となり、未加入

期間は国民年金保険料を納付することができない期間となるため、申立人に対

して、申立期間の保険料が還付されていることに不自然さはみられない。 

   また、申立期間の国民年金保険料の還付について、還付整理簿において、資

格喪失により還付処理されたことが還付金額や還付支払日などと共に明確に

記載されており、当該記載内容に不合理な点は無い上、ほかに申立期間に係る



国民年金保険料の還付を疑わせる事実も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道国民年金 事案 1790 

 

第１ 委員会の結論  

申立人の平成 13年４月から同年 10月までの期間及び 13年 12月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 52年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： ① 平成 13年４月から同年 10月まで 

 ② 平成 13年 12月   

私の母親が、申立期間の国民年金保険料を納付書により主にＡ郵便局で納

付してくれたはずである。 

申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間当時、母親は私と妹の国民年金の加入手続及び保険料

納付を行っていた。」と述べているが、オンライン記録により、申立期間の一

部を含む、平成 13年７月から同年 11月までについて、申立人の妹の国民年金

保険料が未納であることが確認できる。 

また、ⅰ）オンライン記録により、申立人の国民年金保険料については、申

立期間①直後の平成 13年 11月の保険料を 15年 12月に、また、申立期間②直

後の 14 年１月から 16 年３月までの保険料については同年２月から 17 年 11

月までの間に、合計 23 回の分割でほぼ毎回時効により納付ができなくなる直

前に過年度納付していることが確認できること、ⅱ）申立期間の保険料を納付

してくれていたとする申立人の母親は、「私は、60歳に到達する平成 16年＊

月の直前に、Ｂ社会保険事務所（当時）で自分の年金相談をしたが、そのころ

に同事務所で長女（申立人）に係る国民年金保険料について、納付書を受け取

り、分割納付したことを記憶している。」と述べていることから、申立人の母

親が、15 年＊月ごろ（申立人の母親自身が、60 歳に到達する直前で、申立人

に係る申立期間①直後の 13年 11月の保険料を納付した時期）に、同社会保険

事務所で申立人に係る未納期間の保険料の納付相談を行った可能性を否定で

きないところ、その時点で、申立期間①は、時効により保険料を納付できない



期間である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付した時期について、申立人の母親

は、オンライン記録により、申立人の妹に係る申立期間①以前の平成 12 年４

月から６月までの保険料を 14 年１月に過年度納付していることが確認できる

ところ、「私は、次女（申立人の妹）の当該期間の国民年金保険料を遅れて納

付したが、そのときに、一緒に長女（申立人）の申立期間の保険料も納付した

かもしれない。」と述べているが、申立人に係る申立期間①直後の 13 年 11

月及び申立期間②直後の 14年１月から 16年３月までの保険料については、既

述のとおり申立人の妹に係る当該期間の保険料を納付した 14 年１月から約２

年を経過した 15年 12月から 17年 11月までの間に、分割で過年度納付してい

ることが確認できることから、14 年１月に申立期間についてのみ申立人の保

険料を納付した可能性があるとする申立人の母親の主張は不自然である。 

加えて、申立期間②の国民年金保険料は、その直後の平成 14 年１月の保険

料が納付された 16年２月の時点で、時効により納付できない期間であるほか、

申立期間は、基礎年金番号が導入された平成９年１月以降の期間で、このころ

には年金記録業務のオンライン化、電算による納付書作成、領収済通知書の光

学式読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が進んでいる上、14

年４月以降については、社会保険事務所が国民年金保険料の収納及び管理をす

べて行っていることから、記録漏れ、記録誤り等があったものとは考え難い。 

このほか、申立期間の国民年金保険料の納付について、申立人は直接関与し

ておらず、母親が申立人の申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料が納付されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



北海道国民年金 事案 1791（事案 1478の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10年 11月から 13年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 平成 10年 11月から 13年２月まで 

    私は、申立期間について、年金記録に係る確認の申立てを行ったところ、

平成 22年３月 16日付けで年金記録を訂正する必要はないと判断された。し

かし、私は、会社を退職した翌日の 10年 11月１日に国民年金の加入手続を

Ａ市役所で行い、その日に１か月分の保険料１万 3,300円を同市庁舎内の銀

行で納付し、その後はＢ郵便局などで毎月定期的に保険料を納付していた。

今回再申立に当たり、私の二人の友人が、申立期間当時、私が申立期間に係

る国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったと話していたことを鮮明に

記憶していることが確認できた。 

    社会保険事務所（当時）の記録では、申立期間が第３号被保険者期間とな

っているが、申立期間の国民年金保険料は間違いなく納付していたはずなの

で、当該期間の納付済保険料を還付してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人は、平成10年に会社を辞めた

後は、申立人の夫の扶養家族となり、その夫が退職するまで夫の健康保険被扶

養者であった旨述べている上、夫の11年分及び12年分の給与所得源泉徴収票に

は、配偶者特別控除の額が記載されていることから、申立人は、申立期間当時、

その夫の被扶養者であったものと確認できること、ⅱ）当該源泉徴収票の「社

会保険料等の金額」は、その夫の厚生年金保険料等の相当額とみられ、申立人

の国民年金保険料は含まれていないことが確認できること、ⅲ）Ａ市の国民年

金被保険者名簿により、申立人の第３号被保険者資格取得に係る届出日が10

年11月30日であると推認でき、オンライン記録及び同市の国民年金被保険者名



簿により、申立人の資格記録及び納付記録が変更（訂正）された形跡は確認で

きない上、共に第３号被保険者の資格取得日が10年11月１日で一致しているこ

となどからみて、申立期間が第３号被保険者期間とされている公簿上の記録に

不自然さはみられないこと、ⅳ）国民年金第３号被保険者は、制度上、国民年

金保険料を個人で納付する必要がないことから、第３号被保険者である申立人

に対して納付書が発行されたものとは考え難いことなどから、当委員会の決定

に基づく平成22年３月16日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

 申立人は、今回再申立に当たり、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

したことを知っている二人の友人がいるとしているところ、その友人のいずれ

もが、「申立期間当時、申立人からＡ市役所で国民年金の加入手続を行ったと

聞いた。」と述べている。 

しかしながら、ⅰ）友人の一人は、「申立人から国民年金保険料を納付した

と聞いた時期は明確でない。」と述べていること、ⅱ）申立人は、「会社を退職

した翌日の平成 10年 11月１日に国民年金の加入手続をＡ市役所で行い、その

日に１か月分の保険料を同市庁舎内の銀行で納付した。」と述べ、もう一人の

友人は、「申立期間当時、申立人から国民年金の加入手続を行った平成 10 年

11月１日に同市役所で保険料を納付したと聞いた。」と述べているが、申立人

が国民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその日は日曜日である

ことが確認できるところ、Ａ市から、「申立期間当時、市役所が日曜日に開庁

し、国民年金の加入手続及び保険料の収納を行っていた記録は確認できない上、

当時市庁舎内にあったＣ銀行Ａ市役所派出所は日曜日に業務を行っていな

い。」との回答を得ていることから、10 年 11 月１日に同市役所で国民年金の

加入手続を行い、同時に市庁舎内の金融機関で保険料納付を行ったとする申立

人の主張とは一致しない。 

また、申立期間の国民年金保険料の納付を示す新たな事情はなく、申立人は

申立期間の保険料を納付していたと述べるのみで、そのほかに当委員会の当初

の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



北海道国民年金 事案 1792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年 12 月から 61 年 12 月までの期間及び 62 年７月から 63

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

   住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年 12月から 61年 12月まで 

             ② 昭和 62年７月から 63年３月まで 

申立期間①の国民年金保険料は、私が、昭和 60 年 12 月１日付けで会社

を退職する際に、親や会社の先輩などから年金の大切さについての助言を

受けたため、退職後、社会保険事務所（当時）、若しくはＡ市Ｂ区役所で国

民年金の加入手続を行い、定期的に数千円か１万幾らかを納付していた。 

申立期間②についても同様に、昭和 62年７月 21日付けで会社を退職後、

国民年金の加入手続を行い、定期的に決められた金額を納付していたので、

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、昭和 60年 12月１日付けで会社を退職した際、すぐに国民年金の

加入手続を行ったとしているところ、申立人の国民年金記号番号は、その前後

の番号の任意加入被保険者の資格取得状況調査により、63 年７月ごろに払い

出されたものと推認でき、このころに初めて国民年金の加入手続が行われ、こ

の加入手続の際にその被保険者資格をさかのぼって取得したものと考えるの

が自然である（資格取得日は、当初、昭和 60年 10月 30日とされていたが、

その後、平成 19年 10月 15日付けで昭和 60年 12月１日に訂正されている。）。 

 また、申立人に対し、国民年金記号番号が払い出された時点では、申立期間

①のうち昭和 60年 12 月から 61年５月までの期間については、時効によりそ

の国民年金保険料が納付できないほか、61年６月から同年 12月までの期間及

び申立期間②の保険料については、過年度納付が可能であったものの、申立人



は、保険料をさかのぼって納付した記憶がないとしている。 

さらに、申立人は、現在所持する年金手帳以外に手帳を所持していたかにつ

いての記憶があいまいであり、別の国民年金記号番号が払い出された形跡も見

当たらない。 

 加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



北海道厚生年金 事案 2942 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年５月から同年 12月 19日まで 

② 昭和 27年 12月１日から 30年２月１日まで 

    昭和 26 年５月にＡ社Ｂ工場に入社し、途中で社名がＣ社に変更になった

が継続して 33年１月まで勤務した。 

両申立期間について、厚生年金保険の加入記録が確認できなかったので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立事業所の後に勤務した事業所に保管されていた履歴書の写し

の職歴において、「昭和 26年４月 27日、Ｃ社入社。昭和 33年２月、現在に至

る。」と記載されていること、及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人

は、26年４月 27日にＡ社Ｂ工場に入社し、その後、Ｃ社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかしながら、商業登記簿謄本によると、Ａ社は本社がＤ市、支店がＢ市及

びＦ町に登記されていたところ、昭和 29年７月６日に両支店を廃止し、49年

12 月３日に解散していることが確認できる上、オンライン記録によると、申

立期間当時の代表取締役は既に死亡していることから、申立人の申立期間当時

の勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

また、Ｃ社は、商業登記簿謄本によると、昭和 29年８月 10日に設立されて

いるものの、オンライン記録により、30 年２月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっていることが確認できることから、同社に照会したところ、「当社

は、昭和 29 年８月に設立したので、それ以前のことは不明である。また、当

時の資料を保管しておらず詳細は不明であるが、当社は 30 年２月１日に厚生

年金保険に加入しており、それ以前は、従業員を厚生年金保険に加入させてい



なかったと思う。申立期間当時の申立人の勤務状況及び厚生年金保険の適用状

況については不明。」と回答している上、オンライン記録によると、設立当初

の代表取締役は既に死亡していることから、申立期間当時の厚生年金保険の適

用状況について確認することができない。 

さらに、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以

下「被保険者名簿」という。）により厚生年金保険被保険者記録が確認できる

申立人を除く 35 人のうち生存及び所在の確認ができた５人に照会したところ、

回答が得られた二人は共に、「申立人と一緒に勤務した。」と供述しているもの

の、申立期間当時の厚生年金保険の適用状況及び同保険料の控除については確

認できなかった上、このうち一人は、「私は、昭和 27年秋ごろにＡ社に転職し、

Ｃ社に変更になった後も継続して勤務していたが、この当時の厚生年金保険の

適用状況及び同保険料の控除について、はっきりしたことは分からない。」と

供述しているところ、オンライン記録によると、この同僚は、Ａ社において厚

生年金保険被保険者資格を昭和 29年７月 10日に喪失した後に、Ｃ社において

同被保険者資格を 30年２月１日に取得していることが確認できる。 

加えて、Ｃ社に係る被保険者名簿により厚生年金保険被保険者記録が確認で

きる 12人に照会し９人から回答が得られたところ、昭和 29年４月に入社した

と回答している二人、及び 28 年４月に入社したと回答している一人の合計３

人の同僚についても、30 年２月１日前の期間について厚生年金保険被保険者

記録は確認できない上、回答が得られた９人のうち２人が、「Ａ社Ｂ工場は経

営が思わしくなかったことから、新たにＣ社を設立した。この当時は、給与の

遅配があった。」と供述しており、そのうち一人は、「この当時、厚生年金保険

料が給与から控除されていたか否かについては分からない。」と供述している。 

その上、申立人のＡ社Ｂ工場に係る被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者

台帳には、それぞれ昭和 26 年 12 月 19 日資格取得、27 年 12 月１日資格喪失

と記載されており、また、Ｃ社に係る被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者

台帳には、30 年２月１日資格取得と記載されており、すべてオンライン記録

と一致する。 

なお、両申立期間について、Ａ社の本社及び同社Ｆ支店に係る被保険者名簿

についてもそれぞれ確認したが、申立人の氏名は記載されていなかった。 

このほか、申立人の両申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2943 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年３月 16日から 52年３月まで 

② 昭和 52年５月１日から 53年５月まで 

③ 昭和 57年１月 29日から 58年６月まで 

申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社、及び申立期間③はＣ社にそれぞれ

勤務していたが、いずれの事業所も厚生年金保険被保険者の資格喪失日が、

私が記憶している勤務実態と相違しているので、各申立期間について、被保

険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人はＡ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日は昭和 52年３月と主張しているが、当該事業所は、「当時の資料は保存

されておらず、関係者も残っていないため不明である。」と回答しているこ

とから、申立人の申立期間①における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況

について確認することができない。 

また、申立期間①の前後に当該事業所において厚生年金保険の被保険者で

あったことが確認でき、所在が特定できた 15 人に照会したところ、８人か

ら回答が得られたが、いずれの者からも申立人の申立てに係る事実を確認で

きる関連資料及び供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人に係る国民年金特殊台帳（マイクロフィルム）によれば、

昭和 50年３月 16日に国民年金被保険者資格を取得し、同年４月から 51年

６月までの国民年金保険料を現年度納付したが、同年５月１日付けで、申立

期間②の事業所であるＢ社において厚生年金保険被保険者資格を取得して

いることから、同年５月及び同年６月の国民年金保険料が還付されているこ

とが確認できる。 



２ 申立期間②について、申立人はＢ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日は昭和 53 年５月と主張しているが、オンライン記録によると、当該事

業所は 56 年 11 月 11 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなってい

る上、申立期間②当時の事業主は既に死亡しているため、当時の事業主の妻

で当該事業所の取締役であった者に照会したところ、「当時の資料が無いた

め、申立人の勤務の実態及び社会保険事務所（当時）への届出、厚生年金保

険料の控除を確認することはできない。」と回答していることから、申立人

の申立期間②における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況を確認するこ

とができない。 

また、申立期間②において当該事業所において、厚生年金保険の被保険

者であったことが確認でき、所在が特定できた８人に照会したところ、回答

が得られた５人全員が、「申立人と一緒に勤務したが、申立人の退職時期は

分からない。」と供述しており、申立人の申立てに係る事実を確認できる関

連資料及び供述は得られなかった。 

さらに、申立人に係る国民年金特殊台帳によれば、昭和 52年５月２日に

国民年金被保険者資格を取得し、同年５月から国民年金保険料を現年度納付

していることが確認できる。 

３ 申立期間③について、申立人はＣ社における厚生年金保険被保険者資格喪

失日は昭和 58 年６月と主張しているが、オンライン記録によると、当該事

業所は58年３月26日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている

上、元事業主は、「当時の資料が無いため、申立人に係る厚生年金保険の適

用については分からない。」と回答していることから、申立人の申立期間③

における勤務実態及び厚生年金保険の適用状況を確認することができない。 

また、当該事業所において厚生年金保険の被保険者であったことが確認

でき、所在が特定できた５人に照会したところ、４人から回答が得られたが、

いずれの者からも申立人の申立てに係る事実を確認できる関連資料及び供

述は得ることができなかった。 

さらに、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申

立人は昭和57年１月29日に当該事業所における厚生年金保険被保険者資格

を喪失した後、健康保険の任意継続をしていることが確認できる。 

４ すべての申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

  このほか、申立人のすべての申立期間に係る厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2944 (事案 1364の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

        住    所  ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年５月ごろから同年９月１日まで 

② 昭和 43年 10月１日から 44年４月１日まで 

    昭和 43 年５月ごろに、それまで勤務していたＡ社のＢ職長からＣ社（現

在は、Ｄ社）Ｅ支社長を紹介してもらい同社に入社した。 

同社での仕事の内容は、Ｆ職でＧ業務及びＨ業務も行ったが、昭和 44 年

３月ごろ、アイスバーンとなった道路で自転車に乗っていた男性と私が乗っ

ていた社用車が接触して人身事故となったため、責任を感じて同年３月 31

日に退社した。 

しかし、厚生年金保険の加入記録は、昭和 43年９月１日から同年 10月１

日までの１か月しかなく、納得できないので両申立期間について、厚生年金

保険に加入していたことを認めてほしいと申し立てたが、第三者委員会から

認められないとの通知をもらった。 

第三者委員会からの通知書には、委員会の判断の理由として、当時の交通

事故について記載されているが、事実と違っているので再度申し立てをする。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、ⅰ)申立人が申立期間においてＣ社

Ｅ支社に勤務していたことは推認できるが、厚生年金保険料を事業主により、

給与から控除されていた事実は確認できないこと、ⅱ)申立人に係る厚生年

金保険の適用状況について、同事業所に照会したが、「当時の関係書類は既

に処分済みのため不明である。」と回答していることから、申立人の厚生年

金保険の適用状況について確認することはできないこと、ⅲ)申立人が名前

を挙げた直属の上司は、「申立人は、昭和 43年５月に入社後、同年９月に正

社員になった。」と供述しているほか、Ｈ業務部次長であった者も、「Ｆ職を



含むＩ分野の採用者は試用期間があったと思う。」と供述していること、ⅳ)

申立人の同事業所での雇用保険の加入記録が確認できないこと、また、申立

期間②に係る申立てについては、ⅰ)申立人に係る勤務実態について、同事

業所に照会したが、「当時の関係書類は既に処分済みのため不明。」と回答し

ていることから、申立人が同事業所に勤務していたか否かを確認することが

できないこと、ⅱ)申立人が名前を挙げた同僚等５人のうち４人は、「申立人

がいつ退職したかは分からない。」と供述していること、ⅲ)直属の上司は、

「申立人が述べている交通事故は、自転車と社用車が接触した事故ではなく、

申立人が通勤途中に申立人の自家用車とＪ町（現在は、Ｋ町）に住む 60 歳

ぐらいのＬ商が運転する小型トラックとが接触して、申立人の自家用車が大

破した事故である。この事故に係る示談交渉は、会社で行ったが、まだスト

ーブが取り付けられていなかったと記憶しているので、冬場ではなく、秋ご

ろであったと思う。申立人は、示談金を受け取るとすぐに退社した。」と供

述していること、ⅳ)申立人の当該事業所での雇用保険の加入記録が確認で

きないこと等を理由として、両申立期間については、既に当委員会の決定に

基づき平成21年10月９日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が

行われている。 

２ 申立人は、今回の申立てにおいて、「交通事故は、私が運転していた社用

車とＭ社に勤務していた職員の御主人が乗っていた自転車との接触事故で

あり、当時の上司は交通事故を勘違いしている。また、昭和 44 年３月＊日

に姉の結婚祝賀会にこの上司が＊として出席しているので、私は会社に勤務

していた。」と主張しているが、申立人は交通事故の相手方の住所、姓のみ

しか記憶していないことから、確認することができない上、前述の上司に再

度照会したところ、前回と同様の供述であった。 

  また、上記上司は、「申立人のお姉さんと面識はなく、お姉さんの職場の

社長と懇意にしていたことから結婚祝賀会に出席したが、＊ではない。また、

結婚祝賀会当時、申立人は当該事業所に勤務していなかった。」と述べてお

り、申立人の申立てを裏付ける供述を得ることができなかった。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人の主張は当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められ

ず、そのほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。  



北海道厚生年金 事案 2945 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から 35年 12月１日まで 

厚生年金保険被保険者期間について照会したところ、申立期間について脱

退手当金を受給しているとの回答を受けたが、脱退手当金を受け取った記憶

がないので、申立期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りが無い上、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者資格喪失日の昭和 35 年 12 月１日から約２か月後の 36

年１月 20日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかが

えない。 

 また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前で

あり、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申

立人から聴取しても受給した記憶がないというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 さらに、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立

期間と申立期間後の被保険者期間が別の番号となっており、脱退手当金を受

給したために番号が異なっているものと考えるのが自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2946 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正５年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年７月１日から 26年９月１日まで 

             ② 昭和 35年 10月１日から 36年 10月１日まで 

 Ａ社及びＢ社に勤務していた期間の厚生年金保険の加入状況について確

認したところ、申立期間①及び②について加入記録が無い。 

 しかし、Ａ社には昭和 23年 11月１日に入社し、合併によりＢ社に社名が

変わった後の 36年 10月１日まで継続して勤務し、途中で休職又は退職した

ことはないので、申立期間①及び②について、厚生年金保険に加入していた

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人が名前を挙げた当時の同僚及び健康保険厚生

年金保険事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）によりＡ

社において厚生年金保険の加入記録が確認できる同僚の供述から判断する

と、申立期間①当時、申立人が同社において勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、オンライン記録では、Ａ社は、昭和 33 年１月１日にＢ社

Ｃ本社に名称が変更され、平成５年５月１日で厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなっていることが確認できる上、商業法人登記簿により申立期間

①当時、Ａ社の取締役であり連絡先が判明した者に照会したところ、「申立

人は、申立期間①のころ、当社のＤ支社長として勤務していたことは記憶し

ているが、申立人に係る厚生年金保険の加入の取扱いについては分からな

い。」と回答しており、また、Ｂ社の解散時に役員であった者は、「解散に

より会社に勤務していた者の人事記録及び厚生年金保険の加入状況が分か

る資料はすべて処分しており、申立人の勤務の実態及び厚生年金保険の加入

の取扱いについては分からない。」と回答していることから、いずれの者か



らも申立人の申立期間①における勤務の実態及び厚生年金保険の加入の取

扱いについて関係資料及び供述を得ることができない。 

 また、Ａ社の被保険者名簿により申立人と同じ昭和 23 年に同社において

厚生年金保険被保険者資格があり、連絡先が判明した者に照会したところ、

回答が得られた８人のうち１人は、「申立人は、当時、Ｄ支社長として勤務

していた。同支社長は、当時、嘱託職員であり、厚生年金保険には加入して

いなかったものと記憶している。」と供述している。 

 さらに、申立人が名前を挙げた当時の同僚は、「当時、会社では嘱託職員

と正社員が勤務しており、嘱託職員は正社員と異なり、厚生年金保険には加

入できなかった。」と供述しており、また、Ａ社における申立期間①当時の

同僚が名前を挙げた同社の従業員は、「申立人は、申立期間当時、嘱託職員

としてＤ支社長を委嘱されたと記憶している。」と供述している。 

 加えて、当該事業所に係る被保険者名簿では、申立期間①において申立人

の氏名は無い。 

２ 申立期間②について、Ｂ社に係る被保険者名簿により厚生年金保険の加入

記録が確認できる同僚の供述から判断すると、申立期間②当時、申立人が同

社において勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、オンライン記録では、厚生年金保険の適用事業所であるＢ

社Ｃ本社は、平成５年５月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

っていることが確認できる上、商業法人登記簿により申立期間②当時同社の

取締役であり連絡先が判明した者及び同社が解散した当時役員であり連絡

先が判明した者二人に照会したところ、いずれの者も、申立人に係る勤務の

実態及び厚生年金保険の適用状況については分からない旨の回答をしてい

る。 

また、申立人が名前を挙げた当該事業所の同僚は、「申立人同様、私も厚

生年金保険の未加入期間がある。当時、会社は経営が苦しく、人員整理が必

要となったことから、勤務は継続していたが退職したものとして扱われたこ

とにより、厚生年金保険が未加入となったものと思う。」と供述している。 

 さらに、当該事業所に係る被保険者名簿では、申立期間②において申立人

の氏名は無い。 

３ このほか、申立人が申立期間①及び②について、厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無

い上、申立人の両申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2947 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年５月から同年 10月まで 

② 昭和 40年５月から同年 10月まで 

③ 昭和 41年５月から同年 10月まで 

④ 昭和 42年５月から同年 10月まで 

各申立期間はＡ社にＢ業務員として勤務していたが、厚生年金保険の加入

記録が確認できない。昭和 43年及び 44年については同保険の加入記録が確

認できるので、その前の各申立期間について加入記録が無いのはおかしい。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、各

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期間②及び③においてＡ社に

勤務していたことは認められるとともに、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者原票（以下「被保険者原票」という。）により、同社で厚生年金保険の

被保険者であったことが確認できる複数の者の供述から判断すると、申立人が

申立期間①及び④において同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社に照会したところ、「当社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 39 年６月１日であるが、当初は通年勤務の主要な社員のみ

を加入させていた。その後、加入対象を一部のＢ業務員にも拡大し、43 年及

び 44 年には多数のＢ業務員を同保険に加入させているが、当時は配偶者の被

扶養者となっている者も多かったため、雇用保険にのみ加入させていた者が多

かった。」と回答しており、申立人が各申立期間において厚生年金保険に加入

していたことを裏付ける供述は得られなかった。 

また、申立人が各申立期間において当該事業所で一緒に勤務していたとする



同僚については、当該事業所に係る被保険者原票によると、各申立期間におい

て当該事業所で厚生年金保険の被保険者であった形跡が無い上、同人は既に死

亡していることから、当該事業所における厚生年金保険の適用状況について確

認することはできない。 

さらに、当該事業所に係る被保険者原票により、各申立期間前後に当該事業

所で厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が判明し

た者 18人に照会したところ、回答が得られた 11人のうち昭和 42 年以前から

当該事業所にＢ業務員として勤務していたとの供述が得られた７人について

は、いずれも、43 年５月１日以前において当該事業所で同保険の被保険者で

あった形跡が無い上、このうち二人は、「入社当初は厚生年金保険に加入して

いなかったが、昭和 43年に、Ｂ業務員を含む従業員全員が集められて、『今年

から社会保険に加入させることになったので、給料から保険料を控除する。』

との説明があった。」と供述しており、他の一人は、「昭和 42 年以前は希望者

のみが社会保険に加入していた。私は希望しなかったので、国民年金保険料を

納付していた。」と供述しているほか、別の一人は、「昭和 42 年以前は、会社

の方針で厚生年金保険に加入させていなかった。」と供述している上、当該７

人から、厚生年金保険に加入していない期間において厚生年金保険料が給与か

ら控除されていたことをうかがわせる供述は得られなかった。 

加えて、当該回答者 11 人のうち、当時、社会保険事務を担当していたと供

述する者は、「Ｂ業務員は来客数が少なければ仕事が無いこともあり、不安定

な職種であったため、当時は希望者のみが社会保険に加入していた。また、配

偶者の被扶養者となっていること等を理由に加入を希望しない者も多く、労務

管理担当者が個別に希望を聞いた結果に基づいて社会保険事務所（当時）への

届出書類を作成していた。なお、その後、社会保険事務所から、本人の希望の

有無にかかわらず全員を加入させなければならないとの指導があり、一時期は

全員を加入させていたことがあったと記憶している。」と供述しており、申立

人が各申立期間において厚生年金保険の被保険者であったことを裏付ける供

述は得られなかった。 

一方、申立人及び前述の回答者が供述する各申立期間当時の当該事業所にお

けるＢ業務員の人数はおおむね 100人から 120人であるところ、当該事業所に

係る被保険者原票によると、各申立期間における各年５月から 10 月までの厚

生年金保険被保険者数は、昭和 39 年から 41 年までは 14 人から 18 人、42 年

は 36人から 61人であるのに対し、申立期間後の 43年は 106人から 108人で

あることが確認でき、39年から 41年までは大半の者が、42年は半数以上の者

が同保険に加入していなかったことがうかがわれる。 

その上、当該事業所に係る各申立期間の被保険者原票には、申立人の名前は

無く、一方、同原票において健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立

人の記録が欠落したものとは考え難い。 



なお、事業所名簿によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 39 年６月１日であることが確認でき、申立期間①のうち同年５月

から同年６月１日までの期間については、当該事業所が同保険の適用事業所で

あった形跡は無い。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、すべ

ての申立期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 2948 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 39年２月 23日から同年４月１日まで 

Ａ社には昭和 39 年３月 31 日まで勤務し、同年４月１日からＢ社に勤務

したが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認できない。当時、

私はＡ社でＣ業務を担当しており、自身で同保険の加入期間に空白が生じな

いよう手続を行った。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、Ａ社は平成９年３月 16 日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっている上、当時の代表取締役も既に死亡していることから、

商業登記簿謄本の記録により、同社の清算時において清算人であったことが確

認できる当時の代表取締役の妻に照会したものの、「会社清算時に関連資料を

すべて処分したため、当時の状況は分からない。」と回答しており、申立人の

申立期間における勤務状況について確認することはできなかった。 

また、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたとする同僚二人のうち一人

については、当該事業所の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿（以下

「被保険者名簿」という。）によると、当該事業所で厚生年金保険の被保険者

であった形跡が無い上、申立人が姓しか記憶していないため個人を特定するこ

とができず、他の一人に照会したところ、「申立人とは同期入社であったが、

当時、私は長期出張中で会社には数か月間顔を出していなかったため、申立人

の退社時期は分からない。通常であれば、退社する者が何日付けで退社する等

の周知が社内であり、送別会が行われるが、申立人についてはこれらのことが

一切なかった。」と供述しており、申立人が申立期間において当該事業所に勤



務していたことを裏付ける供述は得られなかった。 

さらに、当該事業所の被保険者名簿により、申立期間において当該事業所で

厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき、生存及び所在が判明した者

６人に照会したところ、このうち申立人を知っていると供述する３人からも、

申立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことを裏付ける供述は

得られない上、当該３人のうち１人は、「申立人の具体的な退社日は記憶して

いないが、退社後それほど日を置かずにＤ県に旅立って行った。その際、見送

りに行ったが、その日はとても寒く、冬物のコートを着て行った記憶がある。

Ｅ市でも３月になれば暖かくなり、見送りに冬物のコートを着ることはないの

で、申立人が退社したのは３月末ではないと思う。」と供述しており、ほかに

申立人が申立期間において当該事業所に勤務していたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

加えて、申立人は、「私が自身の厚生年金保険被保険者資格喪失手続を行っ

たのだから、間違いはない。」と主張するが、当時作成された申立人の当該事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票に記載された厚生年金保険被

保険者資格喪失日はオンライン記録と合致しているほか、昭和 39 年２月 23

日に資格喪失した後、同年３月６日に申立人の健康保険証が返納されたことを

示す記載が確認できる上、同原票において記載の訂正又は書換えが行われた形

跡も無く、ほかに申立人が、同年４月１日に自身の厚生年金保険被保険者資格

喪失届出を社会保険事務所（当時）に行ったことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

なお、申立人は、「Ｅ市の健康保険証及び失業保険証の手続は厚生年金保険

の手続と一緒に行ったことから、これらの資格喪失日を調査すれば厚生年金保

険の正しい被保険者資格喪失日も確認できるはずである。」と主張するが、当

該事業所は政府管掌健康保険適用事業所であることから、Ｅ市は申立人の健康

保険の手続に関与していない上、同保険の被保険者資格喪失日も厚生年金保険

の同資格喪失日と同日と記録されており、この一方で、公共職業安定所におい

ては、昭和 39 年度までに退職した者に係る雇用保険の被保険者記録は保存さ

れていないことから、申立人の当該事業所における同保険の被保険者記録を確

認することはできない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 2949 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 32年４月１日から同年 12月 31日まで 

             ② 昭和 33年４月１日から同年 12月 31日まで 

両申立期間はＡ市にあったＢ社に季節雇用のＣ作業員として勤務してい

たが、いずれも厚生年金保険の加入記録が確認できない。入社時の給与額は

5,500円であり、その中から食事代 4,500円を引かれ、残りの 1,000円はま

ともにもらったことがなかった。昭和 33 年は請負になったが、給与明細書

などはもらったことがないので、中身は分からない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

各申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＢ社で一緒に勤務していたとする複数の同僚の供述から判断する

と、期間の特定はできないものの、申立人が申立期間①及び②において同社に

勤務していたことは認められる。 

しかしながら、事業所名簿によれば、当該事業所は平成７年８月 31 日に厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなっていることが確認できる上、当時の

事業主は既に死亡していることから、商業登記簿謄本の記録により、当時の役

員であったことが確認でき、生存及び所在が判明した者に照会したものの、回

答は得られず、申立人に係る厚生年金保険の適用状況について確認することは

できなかった。 

また、申立人が当該事業所で一緒に勤務していたとする同僚９人のうち、一

人は既に死亡しているほか、他の４人は所在不明であることから、これらの者

から申立人に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用状況について確認するこ

とはできなかった。 



さらに、当該同僚９人のうち、生存及び所在が確認された者４人に照会した

ところ、回答が得られた３人のうち２人は、当該事業所の健康保険厚生年金保

険事業所別被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）によると、いずれ

も、自身が当該事業所に季節雇用者として勤務したと記憶する期間の一部につ

いて厚生年金保険の被保険者であった形跡が無いほか、他の一人は、昭和 30

年８月から33年12月まで継続して当該事業所で厚生年金保険の被保険者であ

ったことが確認できることを踏まえると、季節雇用者であったとする申立人と

は立場が異なっていたものと考えられ、当該同僚において、両申立期間に当該

事業所で季節雇用者として勤務しながら、厚生年金保険の被保険者であった者

は確認できなかった。この一方で、当該事業所の被保険者名簿により、申立人

と同様に 34 年５月に厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが確認でき、

生存及び所在が判明した二人に照会したところ、回答が得られた一人は、「昭

和 33年以前には勤務していない。」と供述しており、両申立期間の当該事業所

における厚生年金保険の適用状況について確認することはできなかった。 

加えて、申立人及び上述の同僚のうち一人が供述する両申立期間当時の各支

店の現場作業員の合計数は、それぞれ約 70人、約 80人であるところ、当該事

業所の被保険者名簿によると、昭和 32年及び 33年の被保険者数は、それぞれ

最大でも 35人、27人であることが確認できる上、両年において、被保険者記

録から季節雇用者であったと考えられる者（毎年４月前後に被保険者資格を取

得し、12 月前後に同資格を喪失している者）はいないことが確認でき、ほか

に両申立期間において、当該事業所で季節雇用者であった者が厚生年金保険に

加入していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

その上、申立人は、｢昭和 33 年は請負となった。｣と供述している上、上述

の同僚のうち、自身が当該事業所に季節雇用者として勤務したと記憶する期間

の一部について厚生年金保険の被保険者であった形跡が無い者一人も、「厚生

年金保険に加入していない期間は、請負となって出来高清算払いであった期間

だと思う。」と供述している。 

なお、当該事業所に係る両申立期間の被保険者名簿においては、申立人の氏

名は無く、一方、同名簿において健康保険の整理番号に欠番が無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の両申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 2950 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 46年 12月８日から 48年４月２日まで 

昭和 46年 12月から 49年５月までＡ社が経営するＢ遊戯施設にＣ業務係

として勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の加入記録が確認で

きない。 

厚生年金保険料の給与からの控除を確認できる給与明細書等は無いが、

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人がＡ社において一緒に勤務していたとする同僚のうち複数の者の供

述、及び同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（以下「被保険者原票」

という。）により、同社で厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる

複数の者の供述から判断すると、申立人が申立期間において同社に勤務してい

たことは認められる。 

しかしながら、事業所名簿によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 48 年４月２日であることが確認できることから、申立期

間においては同保険の適用事業所ではなかった上、当該事業所に係る被保険者

原票により、同日に厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認できる者

24 人は、いずれも申立期間において当該事業所で同保険の被保険者であった

形跡が無い。 

また、事業所名簿によると、当該事業所は昭和 51 年６月１日に厚生年金保

険の適用事業所ではなくなっている上、当時の代表取締役も既に死亡している

ことから、商業登記簿謄本の記録により、当時、当該事業所の取締役であった

ことが確認できる者に照会したところ、「Ａ社は昭和 46年 12月に事業を開始

したが、48 年４月２日以前に社会保険の適用を受けたことはなく、同日以前



に厚生年金保険料を給与から控除することもなかった。」と供述しており、申

立人の主張を裏付ける供述は得られなかった。 

さらに、当該事業所に係る被保険者原票によると、申立人が当該事業所で一

緒に勤務していたとする同僚 12 人のうち５人については、当該事業所で厚生

年金保険の被保険者であった形跡が無いほか、他の一人については、当該事業

所が同保険の適用事業所となった 10 日後に同保険の被保険者資格を取得した

ことが確認できる。 

この一方で、当該同僚 12人のうち、当該事業所で昭和 48年４月２日に厚生

年金保険の被保険者資格を取得したことが確認でき、オンライン記録により、

生存及び所在が判明した者６人に照会したところ、いずれも、「Ａ社には昭和

48年３月以前から勤務していた。」と供述するところ、これらの者から同保険

の被保険者資格を取得する前の期間において厚生年金保険料が給与から控除

されていたことをうかがわせる供述は得られない上、このうち当該事業所で社

会保険事務を担当していたと供述する者を含む４人は、いずれも、「同社は、

昭和 48年３月以前の期間は社会保険に加入していなかった。」と供述している

ほか、当該社会保険事務担当者であった者は、「同社が社会保険に加入する以

前に厚生年金保険料を給与から控除したことはない。」と供述している。 

加えて、当該事業所に係る被保険者原票により、当該事業所で昭和 48 年４

月２日に厚生年金保険の被保険者資格を取得したことが確認でき、オンライン

記録により、生存及び所在が判明した者のうち、前述の同僚を除く６人に照会

したところ、回答が得られた者３人のうち１人は、「Ａ社には昭和 46年 12月

から 48 年５月まで勤務したが、会社を辞める少し前に経理及び給与事務担当

者に相談したところ、『もうすぐ会社が社会保険に加入するから辞めないほう

がいい。』と言われたものの、結局辞めてしまったので、会社が社会保険に加

入した時期は同年４月で間違いはない。求人広告では社会保険の加入があるよ

うな記載であったが、入社してみるとなかったので、退社間際に健康保険証を

もらうまでは夫の被扶養者となっていた。」と供述しており、ほかに当該事業

所が申立期間において厚生年金保険の適用事業所であったことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

その上、雇用保険の被保険者記録においても、申立人の当該事業所における

加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



北海道厚生年金 事案 2951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 50年３月から 51年ごろまで 

 昭和 50年３月ごろから 51年ごろまで、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業部で

Ｄ業務担当職員として勤務した。 

 当該事業所における厚生年金保険の加入状況について確認したところ、加

入記録が無かった。 

 年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、Ａ社Ｃ営業部に勤務し、同期間について厚

生年金保険の被保険者であることを申し立てている。 

しかしながら、Ａ社では、厚生年金保険の加入を本社で一括して行ってい

るところ、同社本社では、「昭和 55 年以前に勤務していたＤ業務担当職員に

ついては、資料を保存していないため、申立人の勤務実態等は分からない。」

と回答している。 

また、申立人が名前を挙げた同期入社であったとする唯一の同僚は、健康

保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立期間において、厚生年金保険

の被保険者としての資格が確認できない上、当該同僚の連絡先も不明なため

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認

することができない。 

さらに、複数の同僚の供述によると、申立期間当時、Ａ社では、入社後、

Ｄ業務担当者について、３か月の研修期間があったとしているが、申立人に

は、当該研修を受けた記憶がない。 

加えて、Ａ健康保険組合の健康保険の加入記録については、同組合の被保

険者情報の保存期限が経過しているため、確認できない。 



このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



北海道厚生年金 事案 2952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和39年５月ごろから同年８月ごろまで 

② 昭和61年７月ごろから同年11月ごろまで 

申立期間①は、Ａ社でＢ業務等の仕事に従事した。 

申立期間②は、Ｃ社で、Ｄ業務及びＥ業務に従事した。 

これらの事業所における厚生年金保険の加入状況について確認したとこ

ろ、申立期間の加入記録が無かった。 

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の従事業務に関する申立内容及び同僚の供述

から判断すると、申立人が申立期間①中において、Ａ社で勤務していたこと

はうかがえる。 

    しかしながら、申立期間①当時の事業主は、既に死亡している上、現在の

事業主は、「当時の資料が無く、また、私は、申立期間①後の昭和 41 年に

Ａ社に入社したため、申立人の勤務実態等について分からない。」と回答し

ていることから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確

認することができない。 

    また、申立人は、当該事業所に入社した時期及び経緯について、「昭和

39 年４月末に前職の事業所を退職し、同年９月から別の事業所への就職が

内定していた。この間、アルバイトとしてＡ社に勤務した。」と供述してい

ることから、申立人の雇用期間は、同年５月から同年８月までの４か月以内

の期間であったと考えられるところ、厚生年金保険法第 12 条第４号の規定

により、４か月以内の雇用期間の季節的業務に使用される者は、厚生年金保

険の被保険者としないとされていることから、申立人が厚生年金保険の被保



険者であったとは考え難い。 

    さらに、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間①において厚生年金保険被保険者としての資格が確認できる同僚 10 人の

うち、連絡先が判明した４人に照会したところ、３人から回答を得られたが、

いずれの同僚も、申立人の名前を記憶しておらず、申立人の申立期間①にお

ける厚生年金保険料の控除をうかがわせる供述は得られなかった。 

    加えて、上記被保険者名簿には、申立人が申立期間①において、厚生年金

保険被保険者資格を取得した記録は無く、一方、同名簿において、健康保険

の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難

い。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  ２ 申立期間②について、オンライン記録によると、Ｃ社は、平成６年 12 月

31 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、事業主は、

既に死亡していることから、申立人の申立期間②における勤務実態及び厚生

年金保険の適用状況について確認することができない。 

    また、雇用保険の被保険者記録によると、申立人は、厚生年金保険被保険

者資格取得日の昭和 61年 12月１日とほぼ同時期の同年 12月 16日に雇用保

険の被保険者資格を取得している。 

    さらに、当該事業所の経理事務担当者は、「申立人の職種（Ｆ職）は、入

社当初、３か月から６か月の試用期間があり、この間は厚生年金保険に加入

しておらず、同保険料を控除していなかった。厚生年金保険には、試用期間

後の正社員となってから加入し、同保険料を控除していた。」と回答してい

る。 

    加えて、オンライン記録から、申立期間②において当該事業所で厚生年金

保険被保険者としての資格が確認できる同僚 14 人に照会したところ、申立

人と同職種（Ｆ職）の同僚７人（申立人が名前を挙げた同僚二人を含む。）

から回答を得られたが、これら同僚について、自身が記憶する入社時期と厚

生年金保険被保険者資格取得時期の関係をみると、６人は、入社の２か月後

から５か月後に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認でき、

これは、先述の経理事務担当者の供述とも符合する。 

    このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

  ３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年８月１日から５年８月 21日まで 

             ② 平成５年９月１日から６年 10月１日まで 

申立期間①及び②共に、入社した月から、月額給与が基本給と諸手当を含

めると 30 万円をはるかに超えた給与額であったにもかかわらず、年金記録

では標準報酬月額が 20 万円と記録されている。給与月額と標準報酬月額の

相違が著しいので、標準報酬月額を訂正してもらいたい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録では、Ａ社は平成 19年 12月 11日

に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿謄本に

記載のある申立期間①当時の代表取締役及び取締役の一人の合わせて二人

に照会したが、回答は得られず、申立人の報酬月額及び厚生年金保険料控除

について、関連資料及び供述を得ることができなかった。 

また、申立人が名前を挙げた同僚一人及びオンライン記録によりＡ社にお

いて厚生年金保険の被保険者記録が確認でき、Ｂ県内に所在が確認できる同

僚７人の合わせて８人に照会したところ、３人から回答が得られたが、いず

れの者も当該事業所における申立期間①に係る給与明細書を所持しておら

ず、給与について、「固定給よりも歩合給の比率が高かったこと以外は記憶

していない。」と供述しており、厚生年金保険料の控除について具体的な供

述を得ることができなかった。 

さらに、オンライン記録により、申立人と同時期に当該事業所で厚生年金

保険の被保険者資格を取得している同僚 188人のうち、１年以上の被保険者

記録が確認できる 21人（申立人を含む。）について、標準報酬月額の推移を

確認したところ、いずれも 15万円から 26万円の範囲で推移しており、申立



人の標準報酬月額を含めて、特に不自然な点は見られない上、申立人の標準

報酬月額がさかのぼって訂正された形跡も無い。 

２ 申立期間②について、オンライン記録では、Ｃ社は平成 19年 12月４日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、商業登記簿謄本に記

載のある申立期間②当時の代表取締役の所在が特定できない上、取締役３人

のうち２人の所在も不明であり、残る一人からは回答を得られないことから、

申立人の報酬月額及び厚生年金保険料の控除について、関連資料及び供述を

得ることができなかった。 

また、申立人が名前を挙げた同僚一人及びオンライン記録により、申立期

間②当時、当該事業所において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同

僚７人の合わせて８人に照会したところ、二人から回答を得られたが、いず

れの者も当該事業所における申立期間②に係る給与明細書を所持しておら

ず、厚生年金保険料の控除についても具体的な供述を得ることができなかっ

た。 

さらに、オンライン記録により、平成５年３月から同年 11 月までに当該

事業所で厚生年金保険被保険者資格を取得している申立人を含む同僚 20 人

のうち取締役を除く 19 人の標準報酬月額は、被保険者資格取得時の標準報

酬月額が 20 万円と記録されている上、各々の標準報酬月額が定時決定月ま

で変わっていないことが確認できる。 

加えて、オンライン記録では、申立人の標準報酬月額は、訂正された形跡

が無く、申立人以外の被保険者の標準報酬月額と比較しても特に不自然な点

は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、両申立期間についてその主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2954（事案 1464の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 10月 28日から 31年 10月 31日まで 

申立期間について、Ａ社Ｂ出張所に勤務しており、厚生年金保険の加入記

録が無いのはおかしいので、厚生年金保険の記録を訂正してほしいと申し立

てたが、第三者委員会から年金記録の訂正が必要でないとの通知をもらった。

しかし、その後、当時の同僚二人の名前を思い出したので再申立てをすると

ともに、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人がＡ社Ｂ出張所で一緒に勤務

していたとする３人の供述からは、申立人の申立期間における勤務実態及び厚

生年金保険の適用状況について確認できないこと、ⅱ）申立期間前後において

同社の厚生年金保険被保険者であり、当委員会の照会に対して回答が得られた

９人のいずれの者からも、同社における申立人の勤務実態及び厚生年金保険の

適用状況について具体的な供述が得られなかったこと、ⅲ）同社は既に厚生年

金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主の所在も不明であ

るため、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用について確

認できないこと、ⅳ）申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無いこと等を理由として、既

に当委員会の決定に基づく平成 21年 11月 13日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

申立人は、今回の再申立てに当たり、新たに同僚二人の名前を思い出したの

で、申立期間において厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしいと

主張しているが、これら二人に対して申立期間における申立人の勤務実態及び

厚生年金保険の適用状況等について照会したところ、ⅰ）申立人と一緒に勤務



したことがあるとしているものの、その期間の特定ができない上、厚生年金保

険料を給与から控除されていたことを示す具体的な供述及び関係資料の提出

も得られなかったこと、ⅱ）当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において申立期間に申立人の名前は確認できないことから、申立人の主張

は、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほか

に当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月１日から 63年 10月１日まで 

Ａ社に昭和 56 年に入社して継続して勤務していたが、申立期間が厚生年

金保険の未加入期間となっている。この間、母親も入院、通院を繰り返して

おり、健康保険証も使用していたので、厚生年金保険に加入していた。申立

期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から判断すると、申立人は申立期間において、Ａ社に勤務

していたことが推認できる。 

しかしながら、当該事業所は、昭和 60年 10月１日に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっている上、当時の代表取締役は申立人について勤務の記

憶はあるものの、保険料控除については不明としており、当時の事務担当者は

既に死亡していることから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の適用状況

について確認できない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚６人のうち所在が確認できた４人及びオン

ライン記録により、申立期間当時、当該事業所で厚生年金保険の被保険者記録

が確認でき、生存及び所在が確認できた同僚11人の計15人に照会したところ、

11 人から回答が得られたが、いずれも申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の適用及び保険料控除について、具体的な供述を得ることができなかった。 

さらに、申立人は、「母親は、申立期間当時、入・退院を繰り返しており、

健康保険証を使用していた。」と供述しているところ、申立人の健康保険厚生

年金保険被保険者原票の継続療養交付欄に、申立人の母親に対して昭和 58 年

２月 15 日付けで健康保険継続療養受給者証を交付している旨の記載が確認で

きることから、申立人は健康保険については特定の傷病に関してのみ継続療養



の資格があるが、厚生年金保険の被保険者資格については喪失していることが

確認できる。 

加えて、申立期間において、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原

票に申立人の名前は無く、申立人の雇用保険の加入記録もオンライン記録と一

致している。 

その上、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事

実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人も、同保険料が給与から控

除されていたことに関する具体的な記憶はない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



北海道厚生年金 事案 2956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び③について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 

また、申立人は、申立期間④について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

    ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成元年４月３日から５年７月 21日まで 

② 平成５年７月 21日から同年 11月 21日まで 

③ 平成６年４月１日から７年６月 30日まで 

④ 平成９年６月 30日から同年９月１日まで 

申立期間①について、Ａ社にＢ職の仕事で勤務した。基本給は 13 万円か

ら 15万円であったが、残業手当を含めると手取りで月額 20万円から 24万

円ぐらいの給与が支給されていた。厚生年金保険の標準報酬月額の記録が低

額となっているので訂正してほしい。 

申立期間②について、Ｃ社にＢ職の仕事で勤務した。基本給は 13 万円か

ら 15万円であったが、残業手当を含めると手取りで月額 20万円から 24万

円ぐらいの給与を支給されていた。厚生年金保険の標準報酬月額の記録が低

額となっているので訂正してほしい。 

申立期間③について、Ｄ社にＢ職の仕事で勤務した。 

基本給は 13 万円から 15 万円であったが、残業手当を含めると手取りで月

額 20 万円から 24 万円ぐらいの給与を支給されていた。厚生年金保険の標

準報酬月額の記録が低額となっているので訂正してほしい。 

申立期間④について、勤務していたＥ社の事業主から厚生年金保険料等の

納付ができないため社会保険を脱退したい旨の説明があり、平成９年６月末

で厚生年金保険の被保険者資格を喪失させられてしまったが、同社には同年

８月末まで勤務していた。勤務していた期間は厚生年金保険の加入期間とな

るはずであるので、申立期間④について、厚生年金保険の被保険者であった



ことを認めてしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社における標準報酬月額の記録が当時

の残業手当を含む手取りの給与月額より低額となっていると申し立ててい

る。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は平成 16年１月９

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は既

に死亡していることから、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人から提出された「平成４年分給与所得の源泉徴収票」の社会

保険料等の金額欄に記載された額は、申立人に係るオンライン記録の標準報

酬月額から推計した健康保険及び厚生年金保険の保険料額に雇用保険料の

額を加算した額とほぼ一致していることが確認できる。 

 さらに、オンライン記録によると、申立人と同職種であったとされる複数

の同僚の申立期間①当時の標準報酬月額は、申立人と同額又はほぼ同額であ

ることが確認でき、申立人の標準報酬月額が同僚に比べ低額であるという事

情は見当たらない上、当時の複数の同僚は、「当時、支給されていた給与額

について、はっきり覚えていないが、私のオンライン記録の標準報酬月額に

間違いはないと思われる。」と供述している。 

加えて、申立人のオンライン記録を確認したが、申立期間①に係る標準

報酬月額が遡及
そきゅう

して訂正された形跡は無い。 

２ 申立期間②について、申立人は、申立期間①のＡ社から異動したＣ社にお

ける標準報酬月額の記録が、当時の残業手当を含む手取りの給与月額より低

額となっていると申し立てている。 

しかしながら、オンライン記録によると、当該事業所は平成６年４月 21

日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業主は既

に死亡していることから、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 

また、Ｃ社の当時の取締役は、「Ｆグル―プは、それぞれ別法人であり、

グループ内の異動においては、異動元を退職し、異動先で新たに雇用すると

いう取扱いであった。このため、異動先の社会保険の被保険者資格取得時に

おける標準報酬月額には当然、残業手当を算入していなかったと記憶してい

る。」と供述している。 

さらに、当時の事務担当者は、「申立期間②当時の社会保険関係の届出を

行っていたが、Ｆグル―プ会社からの異動時の被保険者資格取得届は、職種

を問わず固定給のみで標準報酬月額を届出しており、残業手当は含んでいな

い。固定給に変動があれば、残業手当も含め随時改定を適正に行った。」と



供述しており、前述の取締役の供述と一致する。 

加えて、平成４年から５年にかけて他のＦグル―プ会社からＣ社へ異動し

た同僚３人、及びＣ社から他のＦグル―プ会社へ異動している同僚一人の計

４人について、オンライン記録により異動後の標準報酬月額を確認したとこ

ろ、４人全員が申立人と同様、異動前の標準報酬月額より低額となっている

ことが確認できる。 

その上、オンライン記録を確認したが、申立人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

し

て訂正された形跡は無い。 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｄ社における標準報酬月額の記録が当時

の残業手当を含む手取りの給与月額より低額となっていると申し立ててい

る。 

しかしながら、Ｄ社の当時の事務担当者は、「同社は平成 10年６月 21日

に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の資料を保存し

ていない。従業員の採用に伴い厚生年金保険の被保険者資格を取得させる際

には、固定給のみで標準報酬月額を届出しており、残業手当は入れていなか

った。」と供述している。 

また、オンライン記録で確認できる同僚６人に照会し二人から回答が得

られたところ、「私の標準報酬月額は、給与の実態に見合う届出であったと

思う。」と供述している上、そのうち一人の同僚が保管していた平成７年４

月分から同年６月分までの給与明細書に記載されている厚生年金保険料控

除額は、オンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料であることが確認で

きる。 

  さらに、申立人と同職種であったとされる複数の同僚の標準報酬月額は、

申立人と同額又はほぼ同額であることが確認でき、申立人の標準報酬月額の

みが同僚の取扱いと異なり低額であるという事情は見当たらない。 

加えて、オンライン記録を確認したが、申立人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

し

て訂正された形跡は無い。 

４ このほか、申立期間①、②及び③について、申立人の主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①、②及び③について、その主張する標準報酬月額に相当

する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

５ 申立期間④について、申立人の雇用保険の加入記録により、申立人は申立

期間④のうち、平成９年８月 20 日までＥ社に勤務していたことは確認でき

る。 

しかしながら、当該事業所は、オンライン記録によると、平成９年６月



30 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間④は

適用事業所ではないことが確認できる。 

また、申立人は、「事業主から厚生年金保険料等の納付ができないため社

会保険を脱退したい旨の説明があり、平成９年６月末で厚生年金保険の被保

険者資格を喪失させられてしまった。」と述べているところ、当該事業所の

事業主は、「社会保険料を滞納したため、平成９年６月末で厚生年金保険の

適用事業所を廃止する旨の届け出を社会保険事務所（当時）に行った。当時

の資料は保存されていない。」と供述しており、また、当時の事務担当者は、

「健康保険厚生年金保険の適用事業所でなくなった場合、従業員等から健康

保険証を回収し社会保険事務所に返却しなければならないことから、適用事

業所でなくなる際に従業員には事業主から事情を説明した。その後は厚生年

金保険料を控除していなかったと記憶している。」と供述している。 

さらに、オンライン記録によると、当該事業所が厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなった平成９年６月 30 日に、申立人と共に５人の同僚が

健康保険の任意継続被保険者となっていることが確認できる上、当該同僚５

人のうち回答が得られた３人は、「健康保険を任意継続する手続は自分で行

った。」と供述しており、そのうち二人は、「厚生年金保険の被保険者資格の

喪失後は、同保険料を控除されていなかった。」と供述している。 

加えて、申立人が申立期間④に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間④に係る厚生年金保険料の控除をうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間④に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


